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徳
川
時
代
に
於
げ
る
丹
後
縮
緬
機
業
の
護
展
過
程

堀

江

英

l:l 

し

ヵ=

~ 

丹
後
縮
緬
機
業
は
徳
川
中
期
の
封
建
的
土
地
領
有
従
っ
て
封
建
的
貢
租
閥
係
を
基
礎
と
し
て
創
始
さ
れ
、
そ
れ
を
背
景
と
し
て
溌

民
す
る
と
と
に
よ
り
、
今
日
の
縮
緬
機
業
の
法
礎
は
す
で
に
徳
川
末
期
に
た
い
て
確
立
さ
れ
て
ゐ
た
。
師
ち
丹
後
縮
緬
機
詐
-
は
一
つ

に
は
徳
川
末
期
に
於
て
封
建
的
諸
闘
係
に
よ
り
許
さ
れ
う
る
最
高
の
量
的
設
展
を
遂
げ
て
ゐ
た
の
み
友
ら
宇
、
二
つ
に
は
今
自
の
丹

後
紛
制
機
設
に
於
て
見
ち
れ
る
生
産
闘
係
た
る
問
屋
制
工
業
の
形
態
を
も
碓
ム
止
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
尤
も
筏
脅
に
う
い
で
は
異
論

が
あ
り
、
『
丹
後
機
業
治
革
調
資
事
同
』
(
明
治
三
八
年
刊
)
を
始
め
と
し
て
、
今
円
の
支
配
的
見
併
は
徳
川
末
期
に
於
行
呂
問
屋
制
工
業

円
支
配
的
存
在
を
否
定
せ
ん
と
し
て
ゐ
る
が
、
か
L
る
見
解
を
固
持
す
れ
ば
、
我
々
が
組
め
て
主
要
蹴
ぜ
ん
と
寸
る
友
久
充
年
前
作

蒋
の
「
物
産
御
改
法
』
は
現
解
で
き
な
〈
な
る
で
あ
ら
う
。
私
見
に
上
れ
ば
「
物
産
御
改
法
』
こ
そ
徳
川
末
期
の
丹
後
縮
緬
機
業
の
護
展

段
階

E
最
も
明
瞭
に
一
不
ナ
も
の
で
あ
る
。

本
一
机
は
丈
久
一
苅
年
宮
津
藩
臓
の
費
施
せ
ん
と
し
た
「
物
産
御
改
法
」
に
到
る
丹
後
締
制
機
業
の
設
展
過
程
を
追
求
す
る
と
と
に
よ

り
、
先
づ
第
一
に
工
業
生
産
が
封
建
的
諮
闘
係
の
も
と
で
と
る
殺
民
過
程
の
法
則
性

E
、
第
二
に
商
業
資
本
が
坐
雇
者
を
支
配
す
る

に
到
る
過
程
の
必
然
性
を
問
明
ず
る
乙
と
を
課
題
と
し
て
ゐ
る
。

徳
川
時
代
に
於
げ
る
丹
後
縮
制
機
業
の
護
展
過
程

第
五
十
巻

七
五
七

第
六
競

iC 
七



徳
川
時
代
に
於
け
る
丹
後
縮
緬
機
業
の
稜
展
過
程

第
五
十
巻

第
六
樹

七
五
八

丹、

ハ、

縮
縮
機
業
の
乱
世
展
過
程

巴
カ
均
ム
ヤγ

グ

縮
細
移
植
以
前
加
悦
谷
殊
に
今
日
の
加
悦
町
.
=
三
一
河
内
村
に
は
古
〈
よ
り
精
好
紬
円
の
一
商
品
生
産
が
符
は
れ
た
が
、
そ
れ
は
第
一
に

寛
水
一
一
年
l

宮
津
藩
主
京
極
高
成
の
宮
津
城
に
移
る
に
際
し
城
下
町
繁
築
の
も
ι
め
加
悦
・
後
野
雨
村
か
ら
久
右
衛
門
・
治
右
衛
門
を
移

住
せ
し
め
町
家
に
絹
紬
の
製
織
法
を
弘
め
し
め
た
結
果
、
絹
紬
の
生
産
附
加
し
「
賀
先
不
捌
』
と
友
り
、
第
一
一
に
京
極
高
肢
の
課
税
に

よ
り
、
之

K
代
る
も
の
と
し
て
上
り
市
場
性
の
大
友
石
綿
緬
機
業
が
西
陣
よ
り
移
植
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

イ最
五(ー)
年縮
峯細
山機
の議
納町

長幸
三l三

そ党 結

義務

長菜
同 l土
ず台 J主j

f事 知
二ι グ〉

T 主日
iII: ( 
"!t二

l亡ヲ
よ てぺ

経
り 白砂

冨 1E
岬粧
よ

て
り τ年

移夜
布Ihf

E出
ぺ西
巾陣
郡上
竹り
野丹
郡後
にに
停移
へ植
らさ
オ~ ~も
たた
も。

のそ
での

あー
り』土
り享

他
は
加
悦
町
小
右
衛
門
・
後
野
村
六
左
衛
門
・
=
一
河
内
村
佐
呉
街
に
土
り
車
保
七
年
商
陣
よ
り
移
植
さ
れ
、
興
謝
郡
に
侍
へ
ら
れ
た

も
の
で
あ
る
。

と
と
ら
で
縮
緬
機
業
の
移
植
は
い
か
友
る
事
情
の
も
と
に
行
ほ
れ
時
の
で
あ
ら
う
か
。
と
の
事
情
己
そ
爾
後
の
焚
展
過
程
を
規
制

す
る
根
本
事
情
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
給
制
機
業
の
移
植
が
封
建
領
主
の
悶
産
奨
励
政
策
の
結
果
で
友
か
っ
た
と
と
は
、
文
明
五
年

官
樟
藩
の
丈
音
に
『
絹
縮
緬
織
出
候
は
前
々
御
公
儀
様
被
仰
付
候
哉
叉
は
従
御
地
頭
様
被
仰
付
候
哉
と
御
ヰ
被
遊
候
。

織
出
候
は
御
公
儀
様
d
又
御
城
主
校
d
被
仰
付
税
始
候
で
而
は
無
御
庫
候
』
と
あ
る
E
と
に
上
り
知
ち
れ
る
。
縮
緬
機
業
移
植
の
根

最
縮
緬

本
照
凶
は
『
私
共
儀
営
村
御
百
娩
相
勤
罷
本
候
庖
作
高
斗
忙
で
は
取
締
叫
畑
仕
御
座
候
に
H

刊
矯
助
力
先
年
A
O

納
綱
機
少
々
宛
品
川
来
。
恥

候
』
(
安
永
一
三
時
石
川
村
闘
志
向
示
す
如
脅
『
作
高
牛
陀

τ
は
取
締
雑
仕
」
烹
情
、
或
は
『
餅
網
は
古
来
上
旬
御
営
淵
(
京
都
ー
l
堀
江
)
江
銘

中郡誌稿、 85-87頁。
府間村誌、 46，頁。興調郡誌、下巻IIIS-II.I6頁。
奥謝郡誌、下巻II15-IIエ6頁。
石川村誌、 410頁。
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書々
)δ} 持

り参
万之 り
T 中
一叶 同

建 面
白人
F主 iT
租寅
閥渡
f事;し

ら宝
[s. .tで
十室長
れを
tfιL 
零で

課宮
作扇
農御

言主
事f 漏
ず納
る i度
封惜
建仕
白"J主
陸b，

j虚盆
で享

2言
骨
領
槽
屋
o 
京
都

E庁
司
fIO 

提
出
L 
3た

文

い
ま
農
家
一
戸
首
り
の
耕
地
商
筏
を
見
る
に
、

加
悦
四
段
聞
の
六
後
野
士
一
段
八

O
六
加
悦
奥
三
段
一

O
四
算
所
四
段
九
二
四
(
以

上
現
在
の
加
悦
町
)
岩
屋
村
三
段
七

O
八
で
あ
っ
て
、
石
川
村
の
六
段
五
五
一
の
如
き
は
む
し
ろ
特
殊
の
存
存
で
あ
っ
た
と
考
へ
ち
れ

る
。
段
首
り
牧
穫
米
上
同
一
石
五
斗
中
間
一
一
h
=
一
斗
下
回
一
石
一
十
下
々
回
九
斗
(
幕
府
の
延
賓
検
地
権
回
に
よ
る
)
の
如
き
生
産
力
の

低
い
営
時
、
し
か
も
気
候
上
か
ら
各
期
の
-
一
芸
作
不
充
分
た
丹
後
に
於
て
、
か
o
L
る
零
細
耕
作
経
替
を
以
て

L
て
は
、
偲
り
に
金
収
穫

が
農
民
に
拙
附
属
す
る
に
し
て
も
、
生
活
困
難
で
あ
っ
た
と
と
は
容
易
に
想
像
さ
れ
る
。

か
L
る
零
細
耕
作
農
民
の
う
へ
に
「
生
か
さ
ね
や
う
に
死
一
法
ね
や
う
に
』
を
モ
ッ
ト
ー
と
す
る
封
建
的
貢
租
闘
係
が
打
ち
建
て
ち
れ

て
ゐ
た
。
今
天
保
七
・
八
年
頃
の
岩
屋
村
の
頁
租
の
明
細
を
あ
ぐ
れ
ば
突
の
如
〈
で
あ
る
。

高円本

正

租
不

定

見

租

本
誌
に
附
加
さ
る
与
も
白

別

上

納

米

有

上

納

末

夫

4
4

口

末

八
四
六
石
主

物

成柏

木

運

上

糖

藁

湿

土

各

種

冥

加

銀

各

穏

歩

一

銀

各
種
小
物
成
鋭

合

計

主主

四
O
凹
石
九
六
七

一
石
八
宍
一

銀米

一
二
石
王
一
回

三
石
コ
一
八
六

一
O
石
一
五
八

二
五
石
=
一
九
六

組

九

鬼

五

龍
一
一
六
晶
一
一
三
九

銀
一
=
一
四
匁
八

銀
七
匁
六
一

銀
三
こ

O
匁
A
五

四
五
八
石
二
八

五
八
八
匁
九
九

徳
川
時
代
に
於
げ
る
丹
後
縮
制
機
業
の
設
展
過
程

帯
五
サ
巻

宮
津
領
に
於
て
は
こ
れ
ら
の
租
米
の
う
ち
先
納
と
稲
し
三
分
の
一
を
米
収
穫
前
に
庄
月
白
ら
十
月
ま
で
の
聞
に
銀
に
て
削
符
上
納

八

;/u 

七
五
九

第
六
鱗

佳品勇三民、徳川時代に於げる丹後縮緬槽業(昭和口年本庄教授演習報告)、
:29-30頁。
加悦町誌、 400頁。岩屋村誌、 399-4-00買。石川村誌、 154-155頁。加世町¥
岩屋村は天保年間白戸数、 石川村は享保年間白戸主主で現在の朝十地面積を除L
たもの。

5) 

6) 



徳
川
時
代
に
於
け
る
丹
後
縮
制
機
業
の
設
展
過
程

部
五
十
巻

第
タす
掠

九コ

七
六

O

せ
し
め
、
更
に
文
政
年
間
迫
先
納
一
高
五
千
依
を
前
納
せ
し
め
、
遂
に
文
政
三
年
高
人
誹
と
栴
す
る
人
政
枕
の
賦
課
を
契
機
と
し
て

a' 

所
謂
文
政
一
投
が
勃
帯
同
し
た
。

以
上
は
え
は
い
る
公
式
の
買
租
で
あ
る
が
、
己
の
外
に
非
公
式
の
買
租
も
多
か
っ
た
ゃ
う
で
あ
り
、
元
職
十
五
年
宮
津
餌
の
紛
争
に

際
し
農
民
の
非
へ
の
要
求
の
う
ち
に
、
租
米
併
目
の
不
正
・
小
上
げ
人
足
米
市
一
し
女
共
他
の
雑
役
・

'M棉
犬
一
旦
等
小
物
成
の
市
場
慣

格
以
下
の
強
制
民
付
・
家
中
私
的
の
論
物
公
私
混
同
・
騨
崎
低
そ
の
他
出
技
役
人
の
喰
逃
げ
・
家
中
域
崎
入
渇
に
際
し
道
中
円
相
泊
休
政

及
刊
日
快
姐
人
足
等
の
無
償
徴
古
彼
等
の
陵
止
が
あ
る
の
を
見
れ
ば
、
一
こ
れ
ら
の
と
と
が
公
然
と
行
は
れ
、
農
民
経
済
を
岡
民
泊
し
た
と
と

が
知
ら
れ
る
。

徳
川
時
代
に
於
け
る
貢
租
の
襟
準
『
五
公
五
民
』
は
た
ピ
正
租
の
割
合
主
示
す
の
み
で
あ
っ
て
、
偲
り
に
冥
加
銀
・
歩
一
銀
を
除
雪

農
地
に
直
接
賦
課
さ
れ
る
貢
租
の
み
を
と
っ
て
見
て
も
、
農
地
牧
穫
の
過
半
数
は
封
建
制
主
に
封
す
る
貢
組
と
た
っ
て
ゐ
売
の
?
あ

るる

と 由通
lの 〈
事て
fj!f農
泊王 J:¥o 
i官』主
鞠前 官『

器量 作

装高
J多 三十
í~i t亡
。フ マ三
根は

本理
原積
囚砕
で z

ιコ

あ
h 縮
三綱

代
雨

量足
後
のを
世以
慌て
展『
主側
規地
市IJ DJ/ 
ナ・仰
る主

根責
:宅相
事納
↑青波
で世
渉'=ー

っせ
たざ
のる
でを
あ 4与
るた

G か
ィコ
?と
σ〉
て干

'" 

然
し
誌
作
領
へ
の
縮
編
機
業
移
械
の
直
接
動
機
と
な
っ
た
の
は
、
富
津
領
内
餓
死
一
高
四
千
徐
人
・
家
数
士
一
千
徐
軒
と
稀
さ
れ
る

延
寅
八
年
の
犬
飢
餓
に
ひ
き
つ
ど
昔
行
は
れ
た
延
費
九
年
の
延
高
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
山
市
宮
津
侃
七
島
三
千
徐
石
は
二
高
五
千
飴
石

延
高
と
左
り
九
寓
九
千
飴
石
と
た
っ
た
が
、
ぞ
の
た
め
生
じ
た
農
民
経
消
の
背
境
が
四
十
年
後
総
綱
機
業
を
移
植
せ
し
め
た
の
で
あ

る
。
天
明
五
年
算
所
村
の
報
告
『
延
高
に
而
百
姓
困
窮
仕
侠
に
付
耕
作
之
徐
業
に
機
商
貸
仕
助
力
を
以
て
御
年
貢
御
上
納
仕
来
り
百

姓
立
行
侠
』
と
い
ふ
文
裁
が
己
の
事
情
を
物
詩
っ
て
ゐ
る
。
峯
山
仮
に
つ
い
て
は
明
か
で
左
い
が
、
直
接
の
動
機
が
い
か
に
具
ら
う

位評民、前掲論文、 2，!j-2O貰。

るゐ
。

て
百
円

れ
叫

き
ヴ

ロし】一
言
ヨ

に
ド

細
、

詳
誌

に
村

史
屋

士
岩
。
司

。
冊
。
頁
z

買
の
頁
吋
川

町
て

H
J
1

2
ミ

2

-

一ト一

P

6
一F
5
3
5

目
白
司
、
r
h

L
時
、
誌
点

誌
闘
誌
骨
川
柏

村
郡
川
宵
、

既
謝
悦
後
昔

岩
典
加
丹
同

7) 
8) 
9) 

IO) 

H) 



と
、
そ
の
根
本
原
因
は
同
じ
で
あ
っ
た
と
と
は
疑
な
い
。

ニ
縮
緬
機
業
の
設
展

既
に
述
べ
た
如
〈
粕
繭
機
業
移
植
の
棋
本
事
情
は
同
時
に
そ
の
設
展
を
促
す
根
本
原
凶
で
あ
っ
た
。
安
武

コ
Z
千
六
月
石
川
村
の
み
で
『
作
高
斗
に
て
は
取
頼
雑
仕
御
座
候
に
廿
民
助
力
先
年
d
織
横
綱
機
少
々
宛
織
来
り
』
(
前
出
)
し
同
即
時
議
院

の
許
可
を
得
て
ゐ
な
い
も
の
印
ち
槽
株
を
有
せ
ざ
る
も
の
)
が
十
戸
あ
っ
た
と
と
に
よ
っ
て
と
の
事
情
が
う
か
ピ
は
れ
る
。
一

今
そ
の
砧
旧
民
放
態
を
見
る
に
、
山
「
芦
屋
村
に
於
て
は
明
和
三
年
七
機
享
和
三
年
二
八
機
外
に
新
機
六
機
同
紬
六
機
文
化
十
二
年
六
三

機
天
保
六
年
七
十
機
天
保
十
二
年
七
三
機
翌
十
三
年
は
天
保
改
革
の
た
め
四
一
…
械
に
減
じ
た
が
、
嘉
永
二
年
七
一
二
機
翌
三
年
七
五
機

文
久
元
年
八
十
肉
、
石
川
村
に
於
て
は
明
和
三
年
二
十
機
文
化
年
間
三
五
機
嘉
水
年
間
四
十
機
文
久
年
間
四
八
哉
と
著
し
〈
増
加
し

て
ゐ
る
。
興
謝
郡
金
岨
闘
に
つ
い
て
は
明
和
年
間
三
.
五
機
文
化
年
間
五
二
四
機
嘉
水
年
間
七
九
問
機
丈
久
年
間
八
六
九
機
と
同
ヒ
く

著
増
し
で
ゐ
る
。

突
に
縮
緬
機
業
の
地
域
的
分
布
を
見
る
に
、
享
和
三
年
直
津
飼
九
五
六
険
ド
己
の
機
数
に
は
官
梓
町
が
快
け
て
ゐ
る
が
、
明
治
二

十
年
の
記
録
に
「
文
政
年
度
縮
緬
機
屋
凡
そ
武
百
三
拾
戸
下
峨
工
六
百
同
一
』
と
あ
り
、
叉
幕
末
に
は
町
内
機
数
一
千
蚕
内
二
五

O
嘉
は

問

問

足
脳
女
房
に
岡
崎
し
て
ゐ
た
と
云
は
れ
る
|
|
寛
政
一
一
ん
年
峯
山
花
方
三
二
機

l
峯
山
川
に
闘
し
て
は
明
か
で
友
い
が
、
費
暦
六
年
『
奉

公
人
取
締
令
」
の
署
名
に
町
方
一
一
九
名
の
連
署
が
見
え
や
ー
で
あ
り
、
と
の
外
久
美
務
一
大
筒
印
ち
熊
崎
郡
に
も
多
少
行
は
れ
た

が
、
殆
ん
ど
云
ふ
に
足
ら
た
い
。
今
己
れ
を
郡
別
に
直
す
と
、
輿
謝
郡
七
八
七
機
中
郡
丸
一
機
竹
野
郡
一

一
O
機
と
た
る
。

三
縮
縮
機
業
授
展
に
針
す
る
制
限

源
を
封
建
領
主
に
提
供
す
る
こ
と
で
あ
り
、
事
責
封
建
飼
主
は
色
々
の
名
目
を
以
て
縮
緬
機
業
に
湛
ヒ
・
冥
棚
銀
・
御
川
銀
を
賦
課

か
〈
の
如
〈
縮
緬
機
設
が
護
炭
す
る
と
と
は
、
従
来
の
農
業
生
産
の
ほ
か
に
向
ほ
一
つ
の
財

徳
川
時
代
に
於
け
る
丹
後
縮
制
槽
業
自
殺
展
過
程

第

親

第
五
十
巻

七
ノ、

ダb

石川村誌、 409-4II頁。
r青島村誌、 465-467、472、476-477、482頁。 15) 石川村誌、 384頁。
興謝郡誌、下容1026-1027頁。質際はこれより遁かに多~>った如〈である。
加悦町誌、 424-434頁。
『典甜郡各町村市草嗣』中白宮樟王寺、屈町タ十寸七夕町戸長役場報告(京都府鹿丈

13) 
14) 
16) 

I7) 
18) 



徳
川
時
代
に
於
け
る
丹
後
縮
細
欄
業
の
費
展
過
程

セ
六

静
五
十
巻

し
、
延
享
=
一
年
宮
津
藩
主
は
H
光
参
消
費
用
を
機
屋
に
配
営
ず
る
が
如
き
と
と
も
あ
り
!
日
機
業
家
は
貢
納
上
納
の
た
め
京
問
屋
か
ら

間

佑
銀
す
る
有
様
で
あ
っ
た
。
か
ぐ
の
如
〈
機
業
の
設
展
は
封
建
領
主
に
好
仰
の
財
源
を
相
時
制
い
す
る
の
で
あ
る
が
、
然
し
他
方
に
於
て

静
六
挽

え4

機
設
の
設
展
は
漸
吠
農
閣
の
刷
業
か
ち
専
業
に
伺
昔
、
従
っ
て
封
建
的
土
帥
領
有
者
介
る
封
建
領
主
の
同
有
の
地
盤
た
る
農
業
生
産

を
表
微
せ
し
む
る
に
至
り
、
封
建
領
主
は
機
業
制
限
政
策
を
と
ら
ざ
る
を
得
友
か
つ
売
。
安
水
間
年
良
津
誹
の
鯛
書
「
御
償
分
の
村

々
百
姓
共
農
耕
第
一
の
儀
に
し
て
不
飴
世
敢
に
吋
相
勤
事
に
で
近
年
縮
緬
機
を
純
り
農
耕
に
後
れ
自
然
正
不
作
致
し
候
儀
有
之
旨
粗
ぽ

相
聞
へ
不
時
の
至
り
に
候
。
尤
も
閏
畑
充
分
に
作
り
立
て
北
ハ
徐
に
て
は
絹
綿
綱
相
川
営
み
助
力
に
も
可
殺
の
庭
却
で
農
事
に
疎
〈
相
成

'
候
で
は
始
終
御
困
地
相
積
雪
難
〈
相
成
候
。
機
教
を
相
改
め
印
鑑
を
相
渡
し
候
。
尤
機
主
土
り
も
鶏
詮
一
機
に
付
銀
四
十
匁
宛
潟
山
叫

』
は
と
の
政
策
に
外
在
ち
た
い
。

E
れ
機
株
制
度
忙
外
投
ち
左
い
L
」
考
へ
ら

此
以
後
印
鑑
無
之
向
は
新
機
は
決
し
て
致
問
敷
候

れ
る
q

か
く
し
て
縮
緬
機
業
の
愛
展
が
封
建
制
度
の
内
部
に
於
て
も
つ
矛
盾
し
た
二
怪
格
闘
ち
財
源
所
謂
『
犬
切
の
御
園
査
』
と
農
業

を
疎
略
に
す
る
と
云
ふ
二
貫
性
格
は
、
封
建
領
主
の
政
策
を
三
つ
の
範
鳴
に
分
裂
せ
し
め
た
。

一
は
宮
津
蒋
に
於
け
る
享
保
十
三
年

京
問
屋
の
設
定
・
天
保
六
年
京
都
用
場
設
立
、
峯
山
薄
に
於
け
呂
車
保
十
一
年
京
問
屋
設
定
・
寛
政
元
年
平
野
屋
太
助
の
偶
替
御
用

逮
任
命
・
丈
政
一
冗
年
堺
問
屋
設
定
・
同
じ
頃
の
大
阪
問
屋
設
定
・
天
保
十
=
‘
年
呉
服
所
設
定
・
嘉
永
六
年
間
産
品
開
所
設
立
及
び
久
美

演
・
宮
津
・
峯
山
三
領
分
合
聞
の
安
政
四
年
京
都
刑
場
の
設
立
の
一
聯
の
諸
政
策
に
見
ち
れ
る
販
路
緋
保
政
策
で
あ
り
、
他
は
宮
津

藩
に
於
け
る
延
享
一
一
年
寛
延
二
年
・
賓
暦
九
年
・
前
蓮
し
た
安
武
四
年
・
享
和
=
一
年
内
機
数
制
限
乃
至
機
株
制
度
、
峯
山
藩
に
於

け
呂
賓
暦
十
一
一
年
の
機
株
制
度
等
は
封
建
的
土
地
領
有
者
の
資
格
に
於
て
行
は
れ
も
凡
機
業
溌
展
抑
止
政
策
で
あ
る
。
か
〈
て
封
建
領

主
は
一
方
に
於
て
自
己
の
母
胎
た
号
農
業
生
産
を
緋
持
す
る
と
共
に
、
他
方
に
於
て
納
師
酬
の
商
品
性
確
保
を
企
闘
し
た
の
で
あ
り
、

書課燕〉。
丹後宮揮志、 691-692頁。 ?o) 佐谷民、前掲論文、 51-52頁。
森田家古文書，(丹後縮細工業組合峯山本部燕)。
東京税務監督局、丹後機業沿革制査書、 4頁o
岩屋村誌、 472-473頁。 24) 調査書、 6-7頁。
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か
く
考
へ
る
こ
と
忙
依
っ
て
丹
後
縮
緬
機
業
花
針
す
る
一
見
矛
盾
す
る
如
〈
見
ゆ
る
諸
政
策
も
現
解
で
き
る
で
あ
ら
う
。

と
と
ろ
が
縮
繭
機
業
は
命
ほ
一
つ
の
制
限
に
池
逃
せ
ね
ば
友
ら
友
か
っ
た
。
圏
内
市
場
の
狭
随
性
と
停
滞
性
で
あ
っ
た
。
丹
後
縮

編
機
業
が
而
場
獲
得
競
争
に
於
て
衝
突
し
た
の
は
酉
除
機
業
で
あ
り
、
延
享
元
年
西
陣
機
業
家
は
京
都
所
司
代
に
請
願
し
て
丹
後
縮

v

明

知

緬
移
入
額
を
年
三
高
六
千
端
に
制
限
せ
し
め
、
叉
明
和
六
年
糸
問
屋
を
し
て
丹
後
下
し
の
生
総
を
禁
止
せ
し
め
売
と
と
も
あ
っ
た
が
、

と
れ
ら
は
す
べ
て
西
陣
機
業
が
新
制
問
機
業
地
に
勤
し
狭
院
左
る
市
揚
を
防
衛
せ
ん
と
す
る
方
策
に
外
な
ら
危
い
。
西
陣
の
運
命
は
丹

後
。
運
命
で
あ
り
、
西
陣
が
市
場
の
狭
限
怯
と
停
滞
性
の
た
め
株
仲
間
を
結
成
せ
ね
ば
注
ら
な
か
っ
た
と
同
じ
く
、
丹
後
も
仲
間
結

成
に
導
か
れ
て
行
っ
た
。

然
し
丹
後
紡
緬
機
業
は
『
農
閑
の
徐
業
』
で
あ
り
、
又
モ
の
分
布
地
域
は
三
領
分
に
跨
っ
て
ゐ
た
放
に
、
仲
間
結
成
に
は
困
難
が
あ

っ
た
の
で
あ
ら
う
。
と
の
目
的
の
た
め
に
封
建
領
主
の
機
株
制
度
が
援
用
さ
れ
た
。
安
永
四
年
の
「
機
屋
申
合
せ
の
事
』
に
は
『
此
以

後
新
機
閥
候
と
も
共
村
の
庄
屋
決
し
ナ
一
取
弐
申
間
敷
候
毛
区
と
あ
り
、
機
株
hz
増
加
せ
し
め
泣
い
己
と
に
よ
り
、
仲
間
結
成
の
殻
旧
市

を
牧
め
ん
と
し
た
J

然
L
機
株
制
度
に
は
己
の
目
的
に
不
充
分
注
拡
が
あ
る
。
先
づ
第
一
に
機
業
の
務
民
が
農
耕
一
彰
一
疎
害
し
な
い
限
り
、
機
業
の
渡
良

は
封
建
領
主
に
有
利
で
あ
り
、
従
っ
て
機
株
制
度
の
も
と
に
於
て
も
ま
だ
機
数
増
加
の
可
能
性
が
存
ル
枕
す
る
し
、
第
二
に
安
永
三
年

石
川
村
の
女
書
が
示
す
如
〈
『
恵
閉
山
静
』
懸
吹
寸
と
と
印
ち
一
定
の
貢
租
負
婚
を
保
件
と
し
て
新
機
が
許
さ
h

町
、
従
っ
て
文
政
十
年
株

仲
間
規
定
『
機
敬
次
第
に
多
分
忙
相
成
候
に
付
此
皮
相
改
め
菅
野
札
付
機
数
回
つ
限
A
O

上
は
致
判
明
護
岳
の
一
手
如
富
市
長
の
機
敏

増
加
が
寸
評
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
か
〈
て
機
株
制
度
の
援
問
は
未
だ
仲
間
結
成
の
殻
県
を
あ
ぐ
る
に
尼
ら
な
か
っ
，
た
。

畑
噛
川
時
代
に
於
け
る
丹
後
縮
緬
槽
業
の
獲
展
過
程

第
五
十
巻

七
六

第
六
拙

fr， 
z 

頁
J
副究肝障西士博

。
。

郎

頁

頁

台
ト
問
。
句

竜
王
4
4

当
4

E
u
o
、、

司
、
誌
誌

ォ
菩
村
村

)
査
川
用

同
制
石
岩

25) 
27) 
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29) 



徳
川
時
代
に
卦
け
る
丹
後
納
蜘
槽
業
白
設
展
過
程

第
六
髄

七
六
四

第
五
十
巻

九
四

か
〈
て
支
政
三
年
三
領
分
聯
合
の
最
初
の
休
機
を
契
機
と
し
て
中
郡
口

λ
野
村
に
一
二
領
分
聯
合
の
犬
舎
州
が
設
立
さ
れ
、
仲
間
結

成
と
た
つ
弁
が
、
機
数
制
限
の
仲
間
規
定
は
夫
保
四
年
の
休
機
を
契
機
と
し
た
光
保
六
年
円
規
定
忙
始
士
る
。
『
今
般
於
峯
山
去
三
郡

コ
一
那
の
機
長
並
数
相
定
夫
々
へ
印
館
料
波
高
端
規
定
仕
候
』
と
あ
り
、
又
前
漣
の
如
〈

大
台
相
始
以
来
無
株
の
機
屋
市
来
不
巾

一
戸
蛍
り
機
数
制
限
は
と
れ
よ
り
先
、
文
政
十
年
既
に
で
き
て
ゐ
た
。
と
に
か
ぐ
株
仲
間
の
存
在
し
た
と
と
は
、
天
保
十
三
年
峯
山

藩
の
御
舗
に
ベ
保
十
二
年
株
仲
間
停
止
の
結
果
取
締
不
充
分
に
た
っ
た
故
に
『
是
迄
の
通
り
株
相
定
置
」
と
株
仲
間
再
興
の
規
定
が
あ

る
己
と
に
上
つ
で
も
し
ら
れ
る
。

商
業
資
本
の
生
産
者
支
配
確
立
過
程

周
知
の
如
〈
丹
後
納
編
機
業
は
殆
ん

E
創
始
と
同
時
に
機
屋
・
来
問
屋
・
来
仲
・
飛
脚
・
京
問
屋
の
組
織
に
上
り
生
産
配
給
を
行

っ
て
み
た
。
機
屋
は
線
・
撚
・
織
・
練
の
詩
工
程
を
捨
任
し
た
が
、
階
級
分
化
の
進
む
と
共
に
部
八
刀
1
程
専
門
業
者
た
る
掛
糸
或
は

掛
静
(
糸
操
t
程
)
・
掛
車
(
撚
糸
工
程
)
・
持
機
(
槽
織
工
程
)
・
掛
貫
(
引
揃
工
程
)
の
下
峨
及
び
今
H
の
帝
機
に
あ
た
呂
仕
入
機
が
現
れ
た
。

糸
問
犀
は
京
都
糸
屋
町
或
は
閥
東
奥
凋
等
よ
り
仕
入
れ
た
生
糸
を
取
扱
ム
地
方
の
糸
問
屋
で
あ
り
、
糸
仲
は
糸
問
屋
ー
と
機
墜
と
の
間

の
生
糸
仲
買
人
で
あ
る
。
飛
脚
は
機
屋
の
依
積
を
受
け
糸
屋
町
よ
り
原
綿
を
運
搬
し
、
或
は
納
綱
を
運
搬
し
て
京
問
屋
に
販
買
を
依

託
し
、
或
は
そ
の
問
に
生
中
る
金
銀
の
運
迭
に
従
事
ナ
る
運
送
業
者
で
あ
り
、
飛
脚
に
は
営
業
主
鴨
と
し
て
の
上
荷
(
荊
脚
)
と
そ
の

使
別
人
た
る
下
荷
(
飛
脚
)
が
あ
っ
た
。
京
問
屋
は
機
屋
円
指
備
委
託
を
受
付
て
縮
綱
仲
吹
を
た
ず
業
者
で
あ
り
、
夫
時
七
・
八
相
株

仲
間
再
興
後
円
安
政
四
年
比
は
一
一
五
軒
あ
っ
ち

ふ

性特氏、前掲論文、 133-136頁。
性符氏、前掲論文、 139-140頁。
調査書、 9頁。
訓査書官，該冊昆参j照。
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と
と
ろ
で
と
れ
ら
の
う
ち
機
屋
と
密
接
た
闘
係
を
持
つ
商
業
資
本
は
来
問
屋
と
京
問
屋
で
あ
る
が
、
京
問
屋
は
京
都
に
存
在
し
た

関
係
上
、
宅
内
機
屋
支
配
は
延
亨
二
年
丹
後
機
屋
と
の
紛
争
に
見
る
如
き
株
仲
間
に
よ
弓
販
路
湖
占
・
地
質
禁
止
・
内
銀
貢
租
代
納

に
よ
る
金
融
的
隈
辿
等
円
間
接
形
態
を
と
っ
た
に
す
ぎ
十
、
機
墜
を
区
接
支
配
す
る
に
至
っ
た
の
は
地
元
の
糸
問
屋
で
あ
る
。
従
つ

て
E

L
で
ほ
専
ら
糸
問
屋
町
機
屋
支
配
確
立
過
程
に
つ
い
て
述
ペ
る
と
と
に
す
る
。

ゐ
?と(ー)
。 来

安聞
に屋
二の
三機
の屋
賓支

伊 8~1 iN~ ;r:.o 
示基
そ礎
う

徳
川
後
半
期
に
於
て
は
他
地
方
と
同
ビ
〈
丹
後
に
於
て
も
農
民
円
階
紋
介
化
は
か
た
り
進
ん
で

天

保

十

二

年

百

姓

九

四

戸

七

一

戸

0

0

戸

三

九

戸

一
一
一
一
戸

三

一

戸

一

四

戸

ホ

呑

五

二

戸

O

四

戸

七

六

戸

四

一

戸

五

一

戸

六

八

戸

二

一

戸

費天天

年度度

加

恰

町

後

野

村

加

慌

奥

村

算

所

村

三

重

村

宇

符

向

沼

産

材

石

川

村

保骨

瞬

間

九

己
れ
ら
の
百
拙
の
ろ
ち
富
農
居
は
機
株
制
度
の
制
限
を
脱
れ
、
機
数
を
府
加
し
た
ζ

と
は
、
既
に
辿
ペ
先
株
仲
間
規
定
に
よ
り
明

ら
か
で
あ
ろ
が
、
か
k

る
機
業
規
模
円
増
犬
は
比
較
的
成
い
耕
地
を
粧
品
官
す
る
官
農
に
の
み
可
部
在
己
と
で
あ
っ
た
。
何
と
た
れ
ば

機
禁
止
一
般
に
新
糸
が
市
場
に
山
同
組
る
秋
季
か
ら
多
季
に
か
け
行
は
れ
、
従
っ
て
半
季
屈
を
通
常
と
し
売
奉
公
人
は
と
の
期
間
だ
け

4
d
 

機
叫
止
に
従
事
し
、
他
の
期
間
は
農
耕
に
従
事
せ
ざ
る
を
得
た
か
っ
た
か
ち
で
あ
る
。
か
〈
て
官
長
居
は
そ
の
機
業
の
た
め
に
も
耕
作

徳
川
時
代
に
掛
け
る
丹
後
縮
納
融
業
の
進
展
過
程

七
六
五

第
五
十
巻

帯
h 

披

ブむ

ヨ£

か

加悦町誌、 79、82、86、97頁。豆重抑土志、 108頁。記川村誌、 25頁。岩居村
誌、 399頁。
京都府立織物試験場、丹後補細(70

)}ント)。

34) 

35) 



曲

四

川

時

代

に

於

け

る

丹

後

縮

綱

槽

業

の

琵

展

過

程

第

五

十

巻

七

六

六

浦

の
た
め
に
も
奉
公
人
を
必
要
と
し
、
叉
掛
静
・
掛
車
・
掛
貫
・
掛
機
を
使
役
し
た
が
、
そ
れ
ら
は
今
日
と
同
じ
ぐ
貧
農
殊
に
水
呑
よ

事事
プマ
腕

ブL

六

り
供
給
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
己
れ
ら
の
宮
農
居
は
後
に
述
ペ
る
如
ぐ
糸
問
屋
の
機
屋
支
配
に
針
す
る
有
力
な
反
針
要
素
で
あ
っ
た
の

で
あ
る

D

然
し
既
に
述
べ
た
如
く
「
作
高
斗
り
に
て
は
育
姓
相
績
難
仕
」
機
屋
が
丹
後
機
業
の
座
倒
的
部
分
を
占
め
て
ゐ
た
己
と
は
疑
泣
い

が
、
と
れ
ら
の
貧
農
機
屋
は
安
永
二
年
四
月
糸
仲
の
縮
緬
屋
行
司
に
封
ず
る
胸
訟
だ
ぴ
寛
政
四
年
十
二
月
の
生
来
延
頁
祭
止
久
の
一
不

す
如
〈
往
々
来
問
屋
に
封
す
る
糸
代
銀
支
配
不
能
に
陥
ら
ざ
る
を
得
中
、
従
っ
て
来
問
屋
は
と
れ
ら
の
機
屋
に
掛
し
糸
を
提
似
し
、

来
代
は
織
上
縮
緬
の
引
取
に
よ
り
相
殺
せ
ん
と
寸
る
方
法
に
山
刊
で
た
。
と
の
方
法
は
既
に
青
山
幸
侶
時
代
(
元
膿
十
年
延
享
元
年
)
か

ら
行
弘
、
貿
暦
年
聞
に
は
か
在
り
虞
〈
行
は
れ
た
如
〈
、
費
腐
十
三
年
峯
山
究
機
株
制
度
の
う
ち
に
も
『
童
に
て
籍
取
扱

候
儀
は
相
成
ら
ざ
る
旨
連
盟

b
と
規
定
し
て
ゐ
る
。
と
と
る
が
糸
問
屋
の
と
の
塁
手
段
は
機
屋
を
原
料
・
製
品
開
市
場
か
ら
完

全
に
遮
断
す
る
己
と
に
た
り
、
賃
貸
土
機
屋
は
問
屋
制
家
内
曲
目
働
者
に
特
化
さ
れ
る
と
と
で
あ
る
。
来
問
屋
円
機
屋
支
配
確
立
過
程

は
封
建
領
主
及
び
官
農
居
の
反
針
を
押
し
切
っ
f
一
貧
農
機
屋
を
枢
軸
と
す
る
下
臓
を
問
屋
制
工
業
に
組
織
す
る
己
と
で
あ
っ
た
ロ

ニ
糸
問
屋
の
機
屋
支
配
の
確
立

既
に
遁
ペ
た
如
〈
封
建
領
主
は
糸
問
屋
の
機
屋
支
配
に
反
制
し
た
の
で
あ
る
が
、
己
の
過
程
は

同
時
に
貧
農
機
屋
の
機
業
専
業
へ
の
促
進
主
意
味
し
、
従
っ
て
耕
作
疎
略
の
傾
向
を
助
長
す
る
と
と
に
た
り
、
封
建
飼
主
は
機
株
制

度
に
於
け
る
と
同
じ
立
場
か
ち
と
の
過
程
に
反
叫
制
す
る
立
場
を
と
っ
た
と
見
ら
る
べ
き
で
あ
る
。
然
し
商
業
資
本
の
護
展
す
る
と
と

も
に
封
建
領
主
の
立
場
に
根
本
的
唆
化
を
生
や
る
が
、
と
の
己
と
は
後
に
詳
論
ず
る
。

品
市
問
屋
の
機
屋
支
配
に
針
ナ
呂
田
長
も
強
硬
左
反
針
者
は
官
農
機
屋
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
反
針
根
擦
は
文
政
六
年
八
月
加
悦
谷
諸
村

か

費暦九年畢山領に加ける仲間規定一調査書、 8]-84頁参照。
38) 調査書、 13-14頁。
佐谷氏、前掲論文、 76-77頁。
調査書、 5-6頁。伶ほ同ピ趣旨の規定が串山藩同年にある(向者、14-15頁)。
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の
機
屋
行
司
が
宮
津
藩
に
提
出
し
た
願
乳
か
ら
明
瞭
に
知
ら
れ
る
。

乍
恐
査
関
上
口
上
健

一
縮
緬
属
商
貰
之
儀
近
年
高
不
景
気
に
罷
成
引
合
不
宜
難
儀
至
極
に
車
中
存
候
、
右
陀
付
=
一
ヶ
年
日
前
樹
領
分
並
久
美
積
御
支
配
所
暴
山
御
領
分
布
桐
領

八
万
機
毘
行
司
一
統
口
大
野
へ
寄
合
仕
り
相
談
之
上
、
町
方
(
宮
津
町
堀
江
)
は
町
方
限
り
在
方
は
其
村
限
り
之
下
職
に
仕
他
所
江
糸
構
事
出

L
候
憐
不

成
旨
相
揖
申
候
。
然
る
庭
近
年
常
桐
時
下
官
樟
欄
犀
之
内

S
御
領
分
須
樟
村
石
川
村
下
山
田
村
田
辻
村
幾
地
村
岩
属
村
上
常
吉
村
=
一
重
村
此
外
府
中
灘

村
々
円
置
村
武
見
村
岩
ケ
鼻
埠
迄
も
懸
槽
仕
入
槽
等
多
分
差
問

L
伎
に
付
、
銘
々
共
村
々
槽
級
糸
繰
之
奉
公
人
甚
抽
底
に
相
成
槽
犀
一
統
差
支
難
儀
至

極
奉
存
候
。
恐
多
き
湖
閣
に
桐
座
候
へ
共
前
文
奉
申
上
院
週
甚
差
文
難
溢
に
車
中
存
候
問
、
町
方
組
屋
才
在
方
へ
懸
機
出

L
候
儀
乍
恐
急
度
御
差
問

被
仰
付
被
下
世
候
様
車
中
嗣
上
候
。

一
御
領
分
明
石
村
宇
右
指
門
主
巾
者
江
洲
長
漬
糸
屋
北
九
仕
入
仕
候
而
加
崎
谷
村
々
へ
持
政
属
機
差
出

L
多
分
之
縮
細
京
都
大
匝
表
へ
矯
差
登
申
候
ロ
右

横
之
族
聞
東
仕
候
而
榔
悦
岡
之
産
物
他
図
之
助
成
に
い
た

L
悶
盆
を
他
国
に
熔
軍
候
泣
理
に
も
車
存
候
。
加
之
村
々
機
屋
一
統
J4
差
支
に
掴
成
是
又
難

儀
至
極
に
事
存
供
問
梱
差
留
柿
仰
付
被
下
侠
様
車
中
断
上
供
。

己
の
願
書
に
よ
り

E

白
津
川
方
円
糸
問
屋
及
ぴ
明
石
村
半
有
衛
門
の
燃
機
・
仕
入
機
が
加
悦
谷
・
橋
北
地
方
に
庚
〈
敢
在
し
、
従
つ

て
従
来
富
農
機
屋
に
履
僻
さ
れ
て
ゐ
た
奉
公
人
・
下
臓
が
来
問
屋
の
家
内
工
業
者
忙
蹄
化
し
、
官
農
機
屋
の
困
難
を
も
た
ち
し
た
と

n，
 

と
が
八
T
か
。
即
ち
糸
周
屋
と
富
農
機
屋
と
の
針
立
は
と

L
で
は
奉
公
人
・
下
峨
を
申
心
と
し
て
ゐ
る
。
営
時
の
宮
津
町
に
於
て
は
『
丈

政
年
度
縮
緬
機
屋
凡
そ
武
百
三
拾
戸
下
峨
六
百
戸
市
街
端
に
住
居
す
る
制
民
は
糸
線
を
以
で
生
活
を
友
す
も
の
又
多
い
』
と
の
記
事

が
あ
り
、
以
て
営
時
既
に
糸
閃
屋
の
機
屋
支
配
が
い
か
に
肢
汎
に
普
及
し
て
ゐ
た
か
を
知
り
う
る
で
あ
ら
う
。

天
保
以
後
宮
津
町
方
の
商
業
資
本
忙
代
っ
て
機
尾
支
配
を
確
立
し
も
江
の
は
、

H
本
海
の
廻
潜
業
を
背
景
と
し
た
岩
瀧
の
商
業
資
本

で
あ
る
。
幕
一
本
凶
岩
瀧
は
日
本
海
廻
泊
業
の
中
心
地
ぜ
た
し
、
違
〈
奥
州
ま
で
航
行
す
る
拍
数
小
室
徳
J

成
・
初
蔵
三
八
般
小
室
八
蔵

一
般
千
賀
附
助
十
腕
丸
屋
白
故
二
鶴
来
汗
勘
坊
三
帥
闘
を
の
他

E
合
せ
六
・
七
十
般
に
達
し
た
と
稽
さ
れ
る
料
、
と
れ
ら
の
廻
滑
業
者

徳
川
時
代
に
於
け
る
丹
後
縮
緬
機
業
白
愛
展
過
桂

静
五
十
巻

七
六
七

第
六
競

九
七

岩尾村誌、 467-468頁。
Z宮津蒋は立政七年町方よ切在方へ白出掛"蕪巴た(性器民、前掲論文、 138頁〉
r典講郡各町村市革調」前掲個慮。 ，
小望洗品、民、丹後偉人俸其白十一 丹後1縮縮、昭和9年ロ月掛、 23-27頁。
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徳
川
時
代
に
於
け
る
丹
後
縮
縞
掛
業
の
設
展
泡
程

七
ム
r、
/、

第
六
鵠

穴a
y、

第
五
十
巻

は
従
来
専
ら
京
都
糸
屋
町
を
通
じ
て
一
購
入
し
て
ゐ
た
奥
州
来
を
直
接
岩
瀧
問
屋
に
提
供
す
る
に
至
り
、
と
iλ

に
岩
瀧
糸
問
屋
の
制
覇

が
な
つ
売
。
例
へ
は
小
者
徳
臓
の
本
家
間
代
目
利
七
(
後
に
員
名
井
純
一
主
改
む
)
に
闘
し
『
小
室
家
世
々
丹
後
の
特
産
縮
緬
の
原
料
生
糸

を
貿
蒐
し
て
同
閣
の
機
業
家
に
貸
興
ず
る
を
業
と
せ
り
。
目
つ
薄
資
の
機
業
家
忙
三
十
日
或
は
六
十
日
の
除
責
を
約
し
て
原
料
を
貸

輿
し
、
織
成
町
一
縮
緬
は
機
業
家
の
詰
ひ
に
囚
り
之

E
京
都
忙
送
り
士
一
井
下
村
共
他
に
賓
却
す
る
を
品
就
業
と
し
た
り
」
『
給
制
製
法
を
叫
憎

み
丹
後
一
一
闘
に
於
け
る
氏
の
機
屋
は
四
邪
教
百
軒
に
上
り
京
都
四
憐
通
り
に
支
庇
を
設
け
是
が
販
責
を
な
さ
し
め
た
り
』
と
記
せ
ら

れ
て
居
り
、
又
糸
井
勘
助
の
子
糸
井
徳
穫
は
『
全
丹
に
於
け
る
生
糸
織
緬
の
相
場
は
同
府
に
よ
り
定
ま
る
の
欣
態
な
り
き
。
蛍
時
同

底
の
通
帳
を
携
帯
せ
ざ
る
者
は
機
業
家
に
し
て
機
業
家
に
あ
ら
す
〕
と
郁
さ
れ
、
そ
の
他
小
室
利
七
の
分
家
小
室
利
客
殿
(
小
室
信
夫
)

小
室
八
戴
等
も
と
の
種
の
借
業
主
行
っ
た
ゃ
う
で
あ
る
ロ
か
〈
し
て
天
保
以
降
丹
後
縮
緬
機
業
の
生
産
形
態
は
問
屋
制
工
業
で
あ
る

と
推
断
し
う
る
の
で
あ
る
。

四

む
す
び
|
宮
津
静
の
『
産
物
御
改
法
』

「
疋
物
御
改
法
』
ほ
文
久
一
冗
年
十
二
月
宮
件
落
の
愛
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
を
検
討
す
る
と
と
忙
よ
り
、
丹
後
納
縞
機
業

が
幕
末
忙
於
て
遼
L
た
稜
展
段
階
を
伺
ふ
と
と
が
で
き
る
。
以
上
の
分
析
と
閥
聯
し
て
『
産
物
御
改
法
』
を
考
察
す
る
と
昔
、
そ
の
意

味
は
容
易
に
現
解
で
き
る
で
あ
ら
う
。

「
置
物
御
改
法
』
の
主
一
安
内
南
町
は
弐
の
如
〈
で
あ
る
。

産
物
制
改
法
大
意

か

46) 小室家系問、由軍家志、 26、35官。倫ほ庭名井紬ーは却す草耳回・櫨白楠
付・桑樹m移植を企で?を~云はれ、，1、京徳療は庄屋にたたつと云はれるから地
主であった白であらう。員名井純ーは更に幕末に掃・河・泉町棉花買付を摘占
L、又絹縮細か岩溜縞についてか不明なるもマ=ユフアクチι アを髄瞥 Lた
と唯古れる。民名井純ーは明治初期虞〈行はれたケンネル付座繰器の琵明者
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一
榔
領
内
惚
掛
其
身
分
限
家
内
人
肌
に
感
じ
樺
敷
柑
改
品
目
見
成
る
事
。
但
L
盛
衰
に
よ
り
て
は
靖
減
可
相
成
る
そ

一
耕
輔
縮
緬
問
屋
大
軒
と
相
定
に
相
成
候
事
。
恒
L
棚
屋
共
榔
数
に
鹿
ピ
締
買
入
候
事
。

一
織
立
て
候
縮
緬
生
白
鑑
月
六
時
日
に
問
屋
へ
差
出
L
商
内
世
L
夫
れ
よ
り
時
々
相
匪
に
騰
と
締
買
入
可
申
尤
も
職
業
白
分
量
を
見
積
り
買
入
候
は
て

は
自
然
相
場
差
支
候
事
。

一
絹
縮
糊
仲
買
柑
定
品
に
相
成
候
事
。
但
し
国
賓
白
義
は
是
迄
抱
り
相
克
被
成
下
候
事
。

一
来
屋
織
の
者
桐
定
品
に
相
成
怯
事
。
但
し
糸
商
人
よ
り
常
に
買
集
置
き
市
日
毎
に
問
屋
中
へ
差
出
し
可
申
尤
も
其
丹
よ
り
小
賓
竪
〈
無
用
可
符
翫
候

事。
一
絹
縮
緬
練
仕
立
織
栂
定
め
に
相
成
院
事
。
但
し
織
放
し
生
白
偉
に
て
仲
買
よ
p
受
取
犠
症
難
引
等
は
隈
重
に
見
分
け
念
入
れ
級
主
白
印
問
屋
白
剤
仲

買
の
町
仕
立
屋
の
列
更
に
北
目
以
串
禁
止
白
事
。

一
在
町
機
屋
共
へ
槽
数
相
改
品
鑑
札
相
渡
L
可
申
候
事
。

一
京
都
〔
問
屋
堀
江
〕
是
迄
の
誼
F
榔
建
置
被
成
下
候
事
。
〔
以
下
略
〕

と
れ
と
共
に
宮
津
に
印
舎
所
在
置
き
縮
緬
に
朱
印
を
押
捺
し
、
右
印
料
と
し
て
一
定
銀
一
疋
を
徴
収
ぜ
ん
と
し
た
。

『
産
物
御
改
訟
」
に
於
て
企
崩
せ
ち
れ
た
内
容
は
、
↑
機
株
制
度
を
維
持
し
、
以
て
農
耕
と
機
業
主
B

ど
も
に
維
持
せ
ん
と
す
る
封
建

領
主
の
政
策
を
継
続
せ
ん
と
し
た
己
と
、
一
一
縮
緬
機
業
の
糸
問
屋
に
よ
る
問
屋
制
工
業
化
を
公
認
或
は
確
立
せ
ん
と
し
た
と
と
、
邸

ち
問
屋
六
軒
を
し
て
原
総
の
版
寅
-
縮
緬
の
貝
牧
を
猫
占
せ
し
め
、
従
っ
て
少
〈
と
も
全
富
津
舗
の
機
屋
を
六
軒
の
問
屋
の
支
配
下

に
置
か
ん
と
じ
た
の
で
あ
り
、
か
rh

る
意
闘
の
も
と
に
糸
屋
峨
即
ち
糸
仲
買
人
及
び
縮
緬
仲
良
の
存
在
を
確
認
し
、
叉
練
仕
立
エ
程

。
機
屋
か

6
の
分
離
を
確
立
せ
ん
と
し
た
己
と
。
蓋
し
僅
か
六
軒
の
問
屋
が
全
宮
体
領
の
機
屋
を
支
配
す
る
た
め
に
は
仲
立
人
と
し

て
の
糸
仲
良
人
・
縮
緬
仲
買
の
存
在
は
絶
叫
割
に
必
要
で
あ
り
、
叉
全
富
津
筒
の
縮
緬
が
僅
か
六
軒
の
問
屋
忙
蒐
集
さ
れ
る
た
め
、
個

々
の
機
屋
に
練
仕
立
を
委
ね
る
よ
り
も
、
問
屋
の
指
揮
の
も
と
に
練
仕
立
職
に
賃
加
工
せ
し
め
る
方
が
大
量
取
引
に
便
宜
で
あ
っ
た

徳
川
時
代
に
於
け
る
丹
後
縮
細
槽
業
白
後
展
過
程

体
五
十
巻

七
六
九

第
六
鵠

九
九

である。
崇満，)-、串校、崇擁町志、下巻(同校菰〕。
調査書。 9一日頁。 L織「はι磯!白己とである o

調査書。傍里町堀江。但Lとれは首農D 下職主配を表ナ。
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徳
川
時
代
に
於
げ
る
丹
後
縮
縞
槽
業
白
設
展
過
程

七
七
O

第
宍
競

第
五
十
巻

O 
O 

か
ち
で
あ
る
。
後
の
期
に
つ
い
て
は
縮
緬
が
生
損
織
物
で
あ
っ
た
己
と
及
び
省
時
の
丹
後
縮
緬
が
無
地
織
物
に
限
ら
れ
て
ゐ
た
己
と

を
考
へ
れ
ぽ
容
易
に
理
解
で
き
る
で
あ
ら
う
。
一
一
一
か
〈
の
如
〈
縮
緬
機
業
が
六
軒
の
問
屋
の
支
配
下
陀
立
つ
結
果
京
都
問
屋
の
意
味

は
杢
〈
礎
化
十
る
。
従
来
京
問
屋
は
個
々
の
機
屋
と
の
聞
に
委
託
販
費
関
係
を
結
ん
で
ゐ
た
の
で
あ
る
が
、
糸
問
屋
の
濁
占
が
成
立

す
れ
ば
、
京
問
屋
は
必
然
に
受
身
の
姿
を
と
ら
ね
ば
友
ら
友
〈
在
る
。
と
の
現
象
は
既
に
早
〈
天
保
年
間
忙
表
れ
て
居
り
、
天
保
十

一
一
年
十
二
月
京
問
屋
が
峯
山
機
屋
惣
代
に
沿
っ
た
『
潟
取
替
塊
定
の
事
」
の
う
ち
に
『
御
連
名
の
場
所
御
機
屋
衆
中
地
買
一
切
無
之
事
。

。

但
し
御
近
村
に
て
買
入
有
之
侠
共
高
下
に
不
拘
御
頓
着
不
被
遊
候
同
共
旨
急
度
差
合
取
計
可
申
止
候
事
』

Er一
の
規
定
が
あ
り
、
品
唱
に

は
糸
井
勘
助
の
京
問
屋
進
山
内
に
よ
り
京
問
屋
林
仲
間
に
よ
る
丹
後
縮
緬
猫
占
は
羽
破
さ
れ
丸
。
絞
っ
て
「
京
都
是
迄
の
湿
り
御
建
置

被
成
下
候
事
」
と
い
ふ
規
定
は
、
既
に
機
屋
の
た
め
で
在
〈
糸
問
屋
の
売
め
の
規
定
で
あ
り
、
更
に
小
室
利
七
・
同
利
喜
蔵
・
糸
井

勘
助
等
が
京
都
に
支
庄
を
有
せ
し
己
止
を
考
慮
に
入
れ
h

ぽ
、
と
の
一
規
定
は
糸
問
屋
の
京
都
進
出
会
認
と
考
へ
ら
れ
る
と
と
、
等
で

あ
る
。か

〈
て
『
産
物
御
改
法
』
の
性
格
は
封
建
領
主
と
商
業
資
本
の
抱
合
と
し
て
理
解
さ
れ
る
で
あ
ら
う
。
雨
者
の
抱
合
が
い
か
に
担
問

で
あ
っ
た
か
は
、
小
室
一
族
・
糸
井
・
千
賀
等
の
岩
瀧
商
人
が
明
治
二
年
同
時
に
倒
壊
し
た
と
と
に
上
つ
で
も
想
像
さ
れ
私
。
寸
産

物
御
改
法
』
の
内
容
己
そ
丹
後
縮
緬
機
業
が
幕
末
比
於
て
到
達
し
た
後
展
段
階
で
あ
る
。
問
屋
制
工
業
の
確
立
を
皆
業
自
由
の
原
則

と
共
に
考
察
せ
ん
と
ナ
る
見
解
を
以
て
し
て
は
『
産
物
御
改
法
』
は
到
底
理
解
し
得
な
い
で
あ
ら
う
。
尤
も
「
産
物
御
改
法
』
は
そ
の
性

質
上
富
農
協
同
屋
の
潤
立
を
奪
ふ
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
直
属
機
屋
の
反
射
に
遁
竺
三
の
修
正
を
受
け
た
と
稀
廿
ら
れ
て
ゐ
ヲ
ヤ
然

陀
前
に
奉
公
人
を
巾
心
と
し
た
糸
問
屋
と
富
農
機
屋
の
封
立
は
、
幕
末
に
於
て
は
官
農
機
屋
白
猫
立
そ
の
も
の
を
中
心
と
す
る
封
立

に
ま
で
護
展
し
て
ゐ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
危
ら
一
注
い
で
あ
ら
う
。

砦瀧町志、下巻。舟#勘助(立政四年誕生)相岩田頃左云ふかι、
と !cでるら今。

尼崎市中央餓工所白千賀知一民は千賀家D宮津藩主に劃する貸銀謹書を多数
所持してゐられるe

加惜町誌、 442-3頁。岩屋村誌、 483-4頁。
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